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規

則

■群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
四
十
七
号

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
十
八
号
中

「

就
労
自
立
給
付
金
申
請
書

下
記
の
と
お
り

就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
必
要
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す

」

、
。

を「

年
月

日
就
労
自
立
給
付
金
申
請
書

福
祉
事
務
所
長

あ
て

申
請
者

住
所
又
は
居
所

氏
名

下
記
の
と
お
り

相
違
あ
り
ま
せ
ん
の
で

就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
必
要
書
類

、
、

を
添
え
て
申
請
し
ま
す

」

。

に
、

「

上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

福
祉
事
務
所
長

あ
て

年
月

日
申
請
者

住
所

氏
名

」

を「４
就
労
自
立
給
付
金
振
込
先

※
こ
の
給
付
金
に
お
い
て
は
公
金
受
取
口
座
登
録
制
度
の
適
用
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で

公
金

、
受
取
口
座
を
保
護
費
の
受
取
に
利
用
し
て
い
る
場
合
の
み

下
記
に
記
載
を
お
願
い
い
た
し

、
ま
す
。

金
融
機
関
名

銀
行
・
信
用
金
庫
・
信
用
組
合

（該
当
す
る
金
融
機
関
の
種
類
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い

）

。

支
店

名
支
店

（ゆ
う
ち
ょ
銀
行
除
く

）

記
号

支
店

（ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
み
記
載

）

預
金
種
類

□
普
通
預
金

□
当
座
預
金

（該
当
す
る
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

）

。

口
座
番
号

（右
に
つ
め
て
ご
記
載
く
だ
さ
い

）

。

（カ
ナ

）

口
座
名
義
人

※
上
記
の
支
店
名
・
口
座
番
号
・
口
座
名
義
人
が
確
認
で
き
る
通
帳
の
写
し
な
ど
の
書
類

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

」

。

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
十
一
号
中

「
※

上
記
の
支
店
名
・
口
座
番
号
・
口
座
名
義
人
が
確
認
で
き
る
通
帳
の
写
し
な
ど
の
書
類
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い

」

。

を「
※

上
記
の
支
店
名
・
口
座
番
号
・
口
座
名
義
人
が
確
認
で
き
る
通
帳
の
写
し
な
ど
の
書
類
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※

こ
の
給
付
金
に
お
い
て
は
公
金
受
取
口
座
登
録
制
度
の
適
用
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で

公
金

、
受
取
口
座
の
登
録
を
し
て
い
る
場
合
も
上
記
に
記
載
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

」

。

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
生
活
保
護
法
施

行
細
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と

き
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。

令和４年１０月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

松義台地 理 事 再 任 伊藤進 富岡市妙義町下高田１６０８番地１

同 同 清水利一 同 妙義町上高田３５１番地

同 同 佐藤光男 同 同 甲８５３番地

同 同 清水芳久 同 妙義町岳１８４番地

同 同 藤井治夫 同 妙義町中里４２７番地

同 同 清水弘明 同 妙義町北山２４６番地

同 同 佐藤滿 安中市松井田町人見１７４６番地１

同 同 高 正章 同 同 １８８５番地

同 同 飯野優 同 松井田町二軒在家８６５番地

同 同 新井徹弥 同 松井田町行田２７２番地

同 同 古谷正明 同 同 ２７３番地

同 新 任 小井土利正 同 中野谷１７２８番地１

同 同 上原啓司 同 松井田町人見１４８７番地

同 退 任 大塚國光 富岡市妙義町下高田３２０番地２５

同 同 片貝一昭 同 同 １２７８番地

同 同 藪塚茂男 同 妙義町上高田２１０番地

同 同 清水登志雄 同 同 ３２９番地

同 同 髙橋敏治 同 妙義町八木連１２０５番地

同 同 中島和之 同 妙義町大牛２８９番地

同 同 佐藤市五郎 同 同 乙３４５番地

同 同 須藤英利 安中市松井田町人見９１０番地

同 同 堀込正敏 同 同 １７７１番地１

同 同 大野道郎 同 松井田町八城９４６番地
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同 同 新井邦昭 同 松井田町行田２１９番地

監 事 再 任 佐藤勝 富岡市妙義町岳１２９番地１

同 同 塩谷照明 安中市松井田町人見１７３４番地

同 新 任 堀米純 同 同 １５５番地２

同 退 任 伊丹信二 富岡市妙義町下高田１７６４番地８

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

太田都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和４年１０月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画地区計画 只上地区

２ 都市計画の変更年月日 令和４年１０月１日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び太田市都市政策部都市計画課

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。

令和４年１０月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 法第４２条第１項 北群馬郡榛東村大字山子 延長 ９６．８７ 群馬県指令前土第３０４－１
第５号に規定する 田字北谷地１４９２－４ 幅員 ６．１５ ３号
道路 有効幅員 ６．００ 令和４年９月２６日

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和４年１０月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名



5

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 第１００４５号

１ 北群馬郡吉岡町大字大久保字吉開戸５３２－１、５ 長野県小諸市御幸町二丁目１番２０号
３３－１、５３４－１、５３５、５３６、５３８－ 株式会社ツルヤ 代表取締役 掛川健三
１、５４０－１、５４０－３、５３９－１、５３９
－２、５３９－３、５４１、５４３、５４４、５４
５－１、５４５－２、５４６－１、５４６－２、５
４６－３、５４６－４、５３７－１の一部、５３７
－２の一部、５３７－３、５４７－２の一部、５４
７－３の一部、５３４－２の一部

２ 渋川市石原字高源地１８１９－１、１８１９－３、 前橋市石倉町三丁目１１番地２
１８２０－１、１８２０－４、１８２８－１、１８ 株式会社クリエートコーポレーション 代表取
２８－２、１８２８－３、１８２９－１、１８２９ 締役 若林英明
－２、１８３０－１、１８３０－２、１８１９―１
地先水路

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和４年１０月２１日

群馬県警察本部長 小笠原 和 美

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 県警ヘリコプター「あかぎ」アグスタ式Ａ１０９Ｅ型の耐空証明更新整

備及び無線局（航空機局）定期検査更新整備 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 群馬県前橋

市大手町一丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 令和４年８月２４日

４ 落札者の名称及び所在地 中日本航空株式会社 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地

５ 落札金額 ４５，５４０，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和４年７月１２日

毎週火､金曜日発行
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